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申告期間は2/１７（月）▶︎３/１６（月）
税の申告はお早めに

対象の方は確認しましょう

それぞれの保険に加入している方へ、医療費の総
額などを記載した通知を年1回発行しています。再
発行できません。届いたら大切に保管してください。

なお、国民健康保険の令和元年11月以降、後期高
齢者医療保険の同年9月以降の医療費などは、領収
書に基づいて医療費控除の明細書を作成する必要が
あります。詳しくは、各係へ問い合わせを。
国民健康保険では

平成30年11月〜令和元年10月に健康保険適用
の医療を受けた方で、同2年1月31日現在、区内在
住の方が対象。２月中旬に郵送予定です。

【問合せ】国保給付係／２階
☎（3228）8954  （3228）5655
後期高齢者医療保険では

対象の方へ、1月下旬に郵送済みです。
【問合せ】後期高齢者医療係／2階
☎（3228）8944  （3228）5661

国民健康保険・後期高齢者医療保険の医療
費の通知書は医療費控除の明細になります

障害者相談係／1階　☎（3228）8956  （3228）5665
満65歳以上の方は、障害者手帳をお持ちでなくても、寝たき

りまたは認知症などの状態により、障害者控除、特別障害者控除
の対象となる場合があります。申告には、区が発行する「障害者
控除対象者認定書」が必要です。
医療費控除の対象となる在宅サービス費用もあります

医師との適切な連携のもとに行われた居宅介護（身体介護を伴
うものに限る）、重度訪問介護等の障害福祉サービスを受けた場合、
そのサービスの費用が医療費控除の対象となることがあります。

詳しくは、障害者相談係へ問い合わせを。

障害者控除等の対象になるケース

介護保険で控除の対象になるか確認を

介護保険料は社会保険料控除の対象になります。また、介護
サービスを利用している方は、サービスの種類によって利用料の
一部が医療費控除の対象になる場合があります。

詳しくは、下記の各係へ問い合わせを。
【問合せ】介護保険料に関すること＝介護資格保険料係／2階☎
（3228）6537、介護保険サービス利用料に関すること＝介護給
付係／2階☎（3228）6531　☆いずれも （3228）8972

税金は、福祉や防災などの行政サービスを行うための重要な財源です。
そのうち住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、令和2年1月1日現在、区内在住の方を対象に、同元年

（平成31年）中の所得に対して、同２年度に課税します。申告書は自分で作成し、早めの提出をお願いします。

区民活動センター
区役所３階１番課税係窓口

住民税
申告書の
配布場所

2月17日（月）～3月16日（月）
午前8時30分～午後5時　☆平日のみ受付日時

課税係／3階　☎（3228）8913  （3228）8747
申告が必要と思われる方へ、「令和2年度特別区民税・

都民税（住民税）申告書」を2月5日に郵送しました。同封
の「申告の手引き」を参考に必要書類を用意し、申告書を
作成して、郵送または直接、課税係へ提出してください。

申告書の書き方や必要書類が分からない方は、同係へ
問い合わせを。
☆昨年中に転入した方には、申告書を郵送していません。
必要な方は、下記の配布場所で受け取りを。区HPからも
ダウンロードできます

住民税（特別区民税・都民税）の申告
は区役所3階1番窓口へ

新宿都税事務所　☎（3369）7154
個人で事業を営んでいる方のうち、所得税や住民税の

申告をしない方は、前年中の事業の所得などを3月16日
（月）までに都税事務所へ申告してください。

新宿都税事務所（新宿区西新宿7-5-8）
中野都税事務所（中野4-6-15）

申告場所

情報政策推進係／6階　☎（3228）8807  （3228）5646
不審な電話や電子メールを受けた場合は、内容により

下記へ相談をしてください。
マイナンバー制度全般＝マイナンバー総合フリーダイヤ
ル☎︎0120（95）0178、不審な電話などを受けたら＝警察
の相談専用電話☎︎＃9110、事業者をかたりマイナンバー
を聞かれたら＝中野区消費生活センター☎︎（3389）1196、
消費者ホットライン☎︎188

受付日時 2月17日（月）～3月16日（月）の午前8時
30分～午後4時（相談開始は午前9時15分）　☆平日の
み。ただし、２月24日（月・休）、３月１日（日）は開場
会場  ルミネゼロ（渋谷区千駄ヶ谷5-24-55N

ニ ュ ウ マ ン
EWoMan

5階／JR新宿駅新南エリア直結「バスタ新宿」上）

「税理士による無料申告相談」でも申告書を作成できます

☆混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合があ
ります。土地、建物及び株式などの譲渡所得がある方、配
当所得や退職所得がある方、青色申告の方、初めて住宅
ローン控除を受ける方、贈与税申告の方及び相談内容が
複雑な方は、申告書作成会場（ルミネゼロ）で相談を

受付日時 ２月６日（木）・７日（金）の午前９時30分～
11時、午後１時～３時
会場 なかのZ

ゼ ロ
ERO西館（中野2-9-7）

中野税務署　☎（3387）8111（代）　☆自動音声案内
中野税務署内に申告書作成・相談会場はありません。確

定申告書の作成は、国税庁HP内「確定申告書等作成コー
ナー」をご利用ください。なお、相談等がある場合には、
次の会場をご利用ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や
個人情報の取得にご注意ください

「中野区特別区民税・都民税　
税額シミュレーションシステム」

　特別区民税・都民税の試算と申告
書作成ができるサイトです。区HPで
検索するか、右記の二次元コードか
らアクセスを。

ぜひ
ご利用を

令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る特例控除額の
対象は、定められた基準に適合する総務大臣指定の市区町
村等への寄付金に限定されました。　☆令和元年5月31日
までは、従来どおり全ての市区町村等への寄付金がふるさ
と納税特例控除額の対象となります

ふるさと納税（都道府県・市区町村に対する寄付）の見直し

消費税率10％が適用される住宅取得等について、令和元
年10月1日〜同2年12月31日に入居した場合の控除期間
を3年間延長して13年間としました。

住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長

令和２年度からの住民税の主な変更点

こんな場合はどうするの？
～税の申告Q＆A～

A1　全ての勤務先から「給与
所得の源泉徴収票」を発行して
もらい、所得税の確定申告をし
てください。所得税の還付を受
けられる場合があります。

A2　公的年金収入が400万円以
下でその他の所得金額が20万円以
下の場合は、区役所へ住民税の申告
が必要です。所得税の還付がある
場合は税務署で申告してください。

A3　収入がない方も、住民税申
告書の裏面の連絡書欄に記入して
区役所へ提出してください。申告
書の提出がないと、税証明書を発
行できないことや、国民健康保険
料などが高くなることがあります。

Q1　昨年複数の会社で働い
ていました。どのように申告
すればよいですか

Q2　公的年金収入以外に、その
他の所得がありました。申告は
必要ですか

Q3　収入がなくても申告は必
要ですか

所得税などの申告は税務署へ 個人事業税の申告は都税事務所へ

税の申告にも必要なマイナンバー、税の申告にも必要なマイナンバー、
取り扱いにはご注意を取り扱いにはご注意を

申告書作成会場


